
新型コロナワクチン接種費用等の支払について 

 

新型コロナワクチン接種費用等については、請求受付月の翌々月に医療機関等に支

払いを行います。医療機関等への支払日は、毎月１５日頃を予定しております。 

また、支払日の 2 営業日前に、医療機関等に支払額通知書を送付いたします。 

 

【振込口座について】 

新型コロナワクチン接種費用等については、原則、診療報酬等の振込口座と同一の

振込口座へお振込みいたします。 

（健診機関については特定健診等の振込口座、介護事業所は介護報酬等の振込口座） 


